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（修正した適格請求書の交付方法） 

【答】   

適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合

（電磁的記録により提供を行った場合を含みます。）において、これらの書類の記載事項に誤り

があったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易

請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません（消法57の４④⑤）。 

これらの交付方法は、例えば、 

・ 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法 

・ 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方

法 

などが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問33 交付した適格請求書等に誤りがあった場合に交付する修正した適格請求書等の交付方法に

ついて教えてください。【令和３年７月追加】【令和５年 10 月改訂】 

請求書《４月分》 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

登録番号：T123456… 

 

月 日 商品

4 ３ 菓子 ※ 5,900

４ 酒 30,000

7 菓子 ※ 30,000

・・・

売上額

100,000円

100,000円

※は軽減税率対象

10％対象

合計

売上金額

（税抜き）

８％対象

消費税額等

8,000円

10,000円

請求書《修正》《４月分》 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

登録番号：T123456… 

 

月 日 商品

4 ３ 菓子 ※ 5,900

４ 酒 30,000

7 菓子 ※ 30,000

・・・

売上額

100,000円

110,000円

※は軽減税率対象

10％対象

合計

売上金額

（税抜き）

８％対象

消費税額等

8,000円

11,000円

請求書 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

 

〇年〇月〇日付４月分請求書について、
下記のとおり誤りがありましたので、修
正いたします。 

 

正

売上額

110,000円

売上額

100,000円

（注）当初の適格請求書と合わせて保存願います。

合計 消費税額等

10％対象

誤

10％対象 10,000円

11,000円

合計 消費税額等
修正箇所 

修正箇所 

①改めて記載事項の全てを記載したものを交付する場合 

関連性の明確化 

②修正した事項を明示したものを交付する場合 

誤り箇所 

修正した適格請求書等を交付した事業者は、当初交付

した適格請求書の写し及び修正した適格請求書等（①

又は②）の写しの保存が必要です。 

当初交付した適格請求書 

…

…


